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序章 計画の概要 

序.1 計画策定の背景と目的 
 

三笠市では、平成 21（2009）年度に、概ね 20年後を目標年次として都市計画の方針を定

めた「三笠市都市計画マスタープラン」を策定し、令和元（2019）年度の改訂を経て、都市

施設の整備などを計画的に進めてきました。 

また、令和 4（2022）年度には、「第 9 次三笠市総合計画」を策定し、今後 8 年間の本市

のまちづくりの方向と、その実現に向けた考え方や具体的な施策を指針として示していま

す。 

一方、国においては、平成 26（2014）年 8 月に施行された「都市再生特別措置法等の一

部を改正する法律」において、コンパクトシティ・プラス・ネットワークの考え方を基に、

都市機能の集約と公共交通の充実等による持続可能な都市を目指した「立地適正化計画」が

制度化されました。 

こうした背景から本市においても、「三笠市都市計画マスタープラン」の目指す将来都市

像と目標を踏まえ、よりコンパクトで持続可能なまちづくりを目指すため、「立地適正化計

画」の策定を行います。 

 

 

序.2 計画の位置づけ 
 

本計画は、都市再生特別措置法第 81条の規定による「住宅及び都市機能増進施設（医療

施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設で

あって、都市機能の増進に著しく寄与するもの）の立地の適正化を図るための計画」として

定めます。 

また、都市再生特別措置法第 82 条に基づき、都市計画法第 18 条の 2 の規定により定め

る「三笠市都市計画マスタープラン」の一部とみなされます。 

このため、北海道の「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」や、「第 9次三笠市総

合計画」に即するとともに、都市全体の観点から都市機能の立地と公共交通の一体的な整備

等に関する包括的なマスタープランとして、人口ビジョンをはじめ、公共交通、公共施設、

商業、住宅、医療・福祉、防災など多様な分野の計画との整合を図りながら策定します。 
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図 立地適正化計画の位置づけ 

 

序.3 計画区域 
 

本計画の計画区域は、都市全体を見渡す観点から、都市計画区域全域を対象とします（都

市再生特別措置法第 81条第１項）。 

 

 

序.4 計画期間 
 

計画期間は、令和 5（2023）年度～令和 24（2042）年度の概ね 20年間とします。 

なお、計画策定後の社会経済状況の変化や国・北海道のまちづくり施策の動向、本市の人

口・土地利用等の動向や新たな上位・関連計画との整合、施策の進捗や効果等を踏まえて適

宜見直しを行うものとします。 

 

 

 

 

 

 

【北海道】 【三笠市】

第9次三笠市総合計画
（令和4（2022）年度～令和11（2029）年度）

都市計画区域
の整備、開発

及び
保全の方針

三笠市都市計画
マスタープラン
（平成20（2008）年度～
令和10（2028）年度）

三笠市
立地適正化計画

即する

即する 即する

連携
三笠市人口ビジョン

三笠市公共施設等総合管理計画

三笠市強靭化計画

三笠市地域防災計画

三笠市空家等対策計画

など

三笠市地域公共交通計画
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第1章 三笠市の現況 

1.1  三笠市の現況 
(1) 沿革・位置 

三笠市の名前の由来は、空知集治監にあった裏山が奈良の三笠山に似ているということ

から、囚人が望郷の念をこめて当時から三笠山と呼ばれていたことにあります。 

明治元（1868）年に、幌内で燃える石「石炭」の炭層の露出面が発見され、明治 12（1879）

年幌内炭鉱が開坑されたことで、にわかに人の往来が盛んになり、明治 15（1882）年 6 月

に市来知村が開村されました。この年の 6月に、北海道開拓を目的として空知集治監（現在

の刑務所）が市来知（いちきしり）に設置され、11月には、幌内炭坑から掘り出された石炭

を輸送するための鉄道が幌内と手宮（小樽）間に北海道で最初（全国で 3番目）に開通しま

した。明治 19（1886）年には幾春別炭坑が開坑し、以後石炭のまちとして栄えてきました。 

その後、明治 39（1906）年、市来知・幌内・幾春別の三村合併の際に、この山の名を取っ

て三笠山村としました。昭和 17（1942）年には、三笠町が誕生し、昭和 32（1957）年に三

笠市（北海道内で 22番目の市）となりました。また同じく、昭和 32（1957）年には桂沢ダ

ムが完成し、湖が誕生。その桂沢湖周辺からはアンモナイト化石やエゾミカサリュウ（国の

天然記念物に指定）等の化石が発見され、アンモナイト化石のまちとしても注目を集めるよ

うになりました。 

現在は、まちの将来像として、「日本一安心して誰もが暮らし続けたい自然豊かな元気田

園産業都市」を掲げ、各施策に取り組んでいます。近年では移住定住、子育て支援施策の効

果によって、転入と転出の差がある社会動態が平成 26（2014）年に 49年ぶりにプラスに転

じました。また、平成 24（2012）年には、三笠高校を道立から市立に転換し、その後は、高

校生レストランを開設し、現在は、全道のお客様から支持される存在となったほか、平成 25

（2013）年には、市内全域が三笠ジオパークとして認定され、教育旅行を中心に、交流人口

の増加が図られています。さらに、平成 26（2014）年には、北海道初となるイオン直営農場

が市内に進出し、農業の活性化を推進したほか、令和 3（2021）年には、石炭地下ガス化が、

室蘭工業大学や多くの企業から支援をもらい、未来のエネルギーである水素の製造に取組

むとともに、二酸化炭素を旧炭鉱の坑道跡に戻す取組みが、新エネルギー・産業技術総合開

発機構（NEDO）からも事業採択を受け、実証実験に向け動き出す段階に至り、本市を特徴づ

けるまちづくりを進めています。 
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(2) 地域区分 

「三笠市都市計画マスタープラン」では、一部都市計画区域外の奔別、桂沢地域について

も都市づくりに大きな関わりがあるため、計画の対象としていることから、本計画において

も対象とします。本計画では、「三笠市都市計画マスタープラン」と同様の地域区分を採用

し、「岡山・萱野地区」、「三笠地区」、「幌内地区」、「清住・唐松地区」、「弥生・幾春別地区」、

「奔別・桂沢地区」の 6つの地域ごとの人口推移及び将来推計を整理しました。 

 

表 地域区分 

地域名 字町名 都市計画 
区域 

岡山・萱野 岡山・萱野・大里 区域内 

三笠 
達布・川内・いちきしり・本郷町・宮本町・榊町・高美町・柏町・若草

町・美園町・若松町・堤町・幸町・多賀町・有明町・美和町・本町 
区域内 

幌内 

幌内初音町・幌内新栄町・幌内北星町・幌内春日町・幌内月光町・幌

内中央町・幌内住吉町・幌内金谷町・幌内町 3 丁目・幌内町 2 丁目・

幌内町 1 丁目・幌内末広町・幌内奔幌内町・幌内本沢町 

区域内 

清住・唐松 

清住町・東清住町・唐松青山町・唐松栄町 1 丁目・2 丁目・3 丁目・

唐松千代田町 1 丁目・2 丁目・唐松町 1 丁目・2 丁目・唐松常盤町・

唐松緑町・唐松春光町 

区域内 

弥生・幾春別 

弥生藤枝町・弥生柳町・弥生双葉町・弥生橘町・弥生町 1 丁目・2 丁

目・3 丁目・弥生桃山町・弥生花園町・弥生並木町・弥生桜木町・幾

春別千住町・幾春別滝見町・幾春別中島町・幾春別町 1 丁目・2 丁目・

3 丁目・4 丁目・幾春別栗丘町・幾春別山手町・幾春別川向町・幾春

別錦町 1 丁目・2 丁目 

区域内 

奔別・桂沢 
奔別町・奔別新町・奔別旭町・奔別川端町・奔別川沿町・奔別鳥居沢

町・奔別中の沢町・奔別沢・奔別本沢町・西桂沢・桂沢 
区域外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 地域区分図  
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1.2  人口 

1.2.1  総人口・総世帯数の推移と将来推計 

三笠市の総人口は、昭和 60（1985）年までは 2 万人以上で推移していましたが、その後

減少傾向が顕著に表れており、令和 2（2020）年には 8,040人となり、1万人を下回ってい

ます。今後も人口減少が続き、国立社会保障・人口問題研究所の推計では、令和 27（2045）

年には 3,213人と推計されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 年齢３区分別人口推移と将来推計 

資料：総務省「国勢調査」（1970年～2020年）、社人研「日本の地域別将来推計人口（2018年 3月推計）」（2025年～2045年）  
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1.2.2  年代別人口・構成比の推移と将来推計 

老年人口割合は、令和 2（2020）年時点では 47.5%と北海道平均（32.2%）を大きく上回っ

ており、今後も横ばいで推移し、令和 27（2045）年時点では、48.9%になると推計されてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 年齢３区分別人口構成の推移と将来推計 

資料：総務省「国勢調査」（1970 年～2020 年）、社人研「日本の地域別将来推計人口（2018 年 3 月推計）」（2025 年～2045 年）  

【参考】国立社会保障・人口問題研究所による人口推計方法 

・推計の方法は、人口変動要因である出生、死亡、国際人口移動について、それぞれ

の要因に関する統計指標の実績に基づき、その動向を数理モデルにより将来に投

影する形で男女年齢別に仮定を設け、コーホート要因法により将来の男女別年齢

別人口を推計したものである。 

・コーホート要因法とは、年齢別人口の加齢にともなって生ずる年々の変化をその

要因（死亡、出生、および人口移動）ごとに計算して将来の人口を求める方法であ

る。例えば、すでに生存する人口については、加齢とともに生ずる死亡と国際人口

移動を差し引いて将来の人口を求めている。また、新たに生まれる人口について

は、再生産年齢人口に生ずる出生数とその生存数、ならびに人口移動数を順次算

出して求め、翌年の０歳人口として組み入れている。 
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1.2.3  人口密度の将来推計 

人口密度は、全地点で低下傾向であり、現在は 25 人/ha 以上の地区が多い三笠地区にお

いても、令和 27（2045）年には、20～25人/haの地域が一部残る以外は、市全域で 15人/ha

未満となることが推計されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 人口密度の将来推計 

資料：総務省「国勢調査」（2015 年）、社人研「日本の地域別将来推計人口（2018 年 3 月推計）」（2045 年）   

2015年 

2045年 



8 

 

1.2.4  地区別人口の推移と将来推計 

平成 7（1995）年からの地区別の人口推移と将来推計を見ると、平成 7（1995）年時点の

人口は、三笠地区では 8,491人、弥生・幾春別地区でも 2,418人となっています。しかし、

令和 27（2045）年時点では、三笠地区は 2,118 人、弥生・幾春別地区は 220 人となり、ま

た、その他すべての地区で人口が大幅に減少すると推計されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 地区別人口の推移と将来推計 

資料：総務省「国勢調査」（2020 年）、社人研「日本の地域別将来推計人口（2018 年 3 月推計）」（2045 年）  
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1.2.5  地区別人口と世帯数の増減率 

平成 27（2015）年から令和 27（2045）年にかけての地区別人口と世帯数の増減率を見る

と、いずれも全地区で大きく減少しています。中でも、幌内地区、清住・唐松地区、弥生・

幾春別地区、奔別・桂沢地区では人口・世帯数ともに約 70%程度減少すると推計されていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 地区別人口と世帯数の増減率（2015年→2045 年） 

資料：総務省「国勢調査」（2015 年）、社人研「日本の地域別将来推計人口（2018 年 3 月推計）」（2045 年）  
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1.2.6  人口集中地区（DID）の状況 

(1) DID区域と DID人口の推移 

人口集中地区（DID）は、1960年代は三笠地区をはじめとして、弥生・幾春別地区や清住・

唐松地区の広範囲に広がっていましたが、1970 年代以降は徐々に範囲が狭まり三笠地区だ

けとなり、平成 17（2005）年以降は存在しなくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 DID区域の変遷 

資料：総務省「国勢調査」（1960年～2000年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 DID人口と人口密度の変遷 

資料：総務省「国勢調査」（1960年～2000年）  
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1.2.7  人口移動の状況 

(1) 通勤・通学の状況 

令和 2（2020）年の通勤・通学の状況は、岩見沢市、美唄市、札幌市との人口流動が多く

なっています。特に、通学よりも通勤での人口流動が多く、最も多い岩見沢市との間では

1,738人の通勤流動がみられます。 

※三笠市在住で三笠市内に通勤している人数 2,006人、通学している人数 140人 

※赤矢印：三笠市在住で周辺他市町村に通勤・通学している人数 

※青矢印：周辺他市町村在住者で三笠市に通学・通勤している人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 通勤の状況 

資料：総務省「国勢調査」（2020年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 通学の状況 

資料：総務省「国勢調査」（2020年）  
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1.2.8  転入・転出の状況 

(1) 常在地別人口 

令和 2（2020）年を基準とした、5年前の常在地別人口の割合は、岡山・萱野地区以外で

は 7割以上が現住所となっています。5年前の常在地別人口の割合が最も低い岡山・萱野地

区では、現住所の割合が 64.9%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５年前の常在地別人口 

資料：総務省「国勢調査」（2020年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５年前の常在地別人口の割合 

資料：総務省「国勢調査」（2020年） 
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(2) 地区別の転入状況 

地区別の転入人口の割合は、岡山・萱野地区、清住・唐松地区が最も多く 25%以上、奔別・

桂沢地区が 20％～25%、その他地区が 20%未満となっています。 

※転入人口割合＝5年前常住地「三笠市以外在住」/「常住者」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 地区別転入人口の割合 

資料：総務省「国勢調査」（2020年） 
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1.3  土地利用 

1.3.1  土地利用計画の状況 

(1) 国土利用計画の指定状況 

国土利用計画の指定状況は、保安林が約 50%を占めており、都市地域内にも、森林地域や

農業地域が含まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 国土利用計画の指定状況 

資料：国土交通省「土地利用調整総合支援ネットワークシステム LUCKY」  
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1.3.2  都市計画・用途地域の指定状況 

三笠都市計画区域の変遷及び、用途地域の変遷は以下の通りとなっています。 

表 三笠都市計画区域の変遷 

決 定 経 過 告 示 年 月 日 面積 (ha) 変 更 理 由 区    域 

当 初 決 定 
昭和 23 年 2 月 24 日

建告第 12 号 
30,594 ― 行政区域全域 

第１回 変更 
昭和 44 年 5 月 20 日

建告第 2111 号 
2,019 

山林農地自然公園の

除外 

岡山～いちきしり、桂

沢、奔別周辺山林の除外 

第２回 変更 
昭和 48 年 4 月 20 日

道告第 1107 号 
4,756 

工業団地造成による

西部地域の編入 

岡山～いちきしり地区

の編入 

第 3 回 変更 令和元年 10 月 18 日 4,677 
測量精度の向上によ

る数値の変更 
 

 

表 用途地域の変遷 

決定経緯 決定年月日 面積(ha) 変更内容 理    由 

当初決定 昭和 43 年 4 月 23 日 989.5 
住居･商業･準工業地

域の指定 
合理的な土地利用 

第１回変更 昭和 48 年 5 月 1 日 934 
住居系･工業系用途

の細分化 

市街地の効率的公共投

資 

第 2 回変更 昭和 58 年 1 月 14 日 885 
住居系の変更･河川

の白地 

土地利用の動向と合理

的な土地利用 

第３回変更 平成 2 年 6 月 14 日 955 
工業系の拡大･住居

系の一部変更 

土地利用の動向と合理

的な土地利用 

第４回変更 平成 7 年 3 月 16 日 957 住居系の細分化 
都市計画法改正による

細分化 

第５回変更 平成 8 年 12 月 9 日 957 幹線道路沿線の変更 
主要道道岩見沢三笠線

のルート変更 

第６回変更 平成14年11月22日 957 工業系細分化 
土地利用の動向と合理

的な土地利用 

第７回変更 令和２年３月２６日 957 
工業系、住民系の一

部変更 
土地利用の動向 

 

表 用途地域の変遷 

面積(ha) 

決定経過 決定年月日 住居系 
商業系 

準防火地域 
工業系 合計 

当初決定 昭和 43 年 4 月 23 日 659.2 26.2 304.1 989.5 

第 1 回変更 昭和 48 年 5 月 1 日 613.0 33.0 288.0 934.0 

第 2 回変更 昭和 58 年 1 月 14 日 566.0 29.0 290.0 885.0 

第 3 回変更 平成 2 年 6 月 14 日 582.5 29.4 342.9 954.8 

第 4 回変更 平成 7 年 3 月 16 日 609.0 32.0 316.0 957.0 

第 5 回変更 平成 8 年 12 月 9 日 615.0 32.0 310.0 957.0 

第 6 回変更 平成14年11月22日 615.0 32.0 310.0 957.0 

第 7 回変更 令和 2 年 3 月 26 日 618.0 32.0 307.0 957.0 
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都市計画・用途地域の指定状況は、三笠地区では、住居専用地域や住居地域が多くなって

います。清住・唐松地区や弥生・幾春別地区では、工業地域が広がっており、岡山・萱野地

区では一部を除いて、用途地域は指定されていません。 
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岡山・萱野地区 

三笠周辺地区 
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図 都市計画・用途地域の指定状況 

資料：国土数値情報、都市計画基礎調査（2019年）  

幾春別地区 
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1.3.3  土地利用の状況 

(1) 建物用途別状況 

建物の用途別状況を地域別にみると以下のとおりになっています。 

・岡山・萱野地区：中心部から南部にかけて工場が立地。北部には商業施設及び住宅地が立

地。 

・三笠周辺地区：三笠地区は広範囲に住宅が立地。清住・唐松地区の西部には、工場が立地。 

・弥生・幾春別地区：幾春別地区には、橘町団地や中島町団地など多くの公営住宅が立地。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡山・萱野地区 
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図 建物利用状況 

資料：都市計画基礎調査（2019年）をもとに作成 

弥生・幾春別地区 

三笠周辺地区 
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(2) 建築年の状況 

建物の建築年の状況を地域別にみると以下の通りになっています。 

・岡山・萱野地区：工場は 1970年代に建築された建物もありますが、2000年代以降に建築

された建物が比較的多く、住宅地の拡大に伴い、用途地域が拡大してきて

いることが分かります。 

・三笠周辺地区：1960年代から 1990年以前に建築された建物が多く、老朽化が進行してい

ます。 

・弥生・幾春別地区：1950年代前後に建築された建物が多く、老朽化が進行しています。 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡山・萱野地区 
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図 建物の建築年の状況 

資料：都市計画基礎調査（2019年） 

弥生・幾春別地区 

三笠周辺地区 
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1.3.4  空地・空き家の状況 

(1) 空地（未利用宅地）の動向 

空地の状況を地域別にみると以下のとおりになっています。 

・岡山・萱野地区：その他の空地がありますが、大部分が準工業地域であり、業務用地とし

て市が企業誘致を行っています。 

・三笠周辺地区：市営住宅の跡地等が空地となっていますが、今後の都市機能を更新する際

の用地としての活用が見込まれます。 

・弥生・幾春別地区：地区全体にその他空地が大きく目立つ状況となっています。  

 

2.  
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図 空地の状況 

資料：都市計画基礎調査（2019年） 

※その他の空地：「ゴルフ場、太陽光発電のシステムを直接整備している土地、平面駐車場」以外の都市的

土地利用（建物跡地、資材置き場、改変中の土地、法面（道路、造成地等の主利用に含ま

れない法面）） 

弥生・幾春別地区 

三笠周辺地区 
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(2) 空き家数・空き家割合の推移 

空き家数は平成 10（1998）年から平成 30（2018）年の 20年間で、約 600軒増加していま

す。それに伴い、空き家割合についても平成 10（1998）年から平成 30（2018）年の 20年間

で、約 10％増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 空き家の状況 

資料：住宅・土地統計調査（1998年～2018年） 
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1.4  都市交通 
(1) 道路ネットワーク 

市内の道路ネットワークとして、高速道路は道央自動車道、国道は国道 12号、国道 452

号の 2路線、道道は道道美唄三笠線、道道三笠栗山線、道道岩見沢三笠線、道道岩見沢桂

沢線の 4路線が通っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 道路ネットワーク図 

資料：国土数値情報 
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(2) 公共交通 

①バス路線網 

市内を運行する路線バスは、北海道中央バスと市営バスが、岡山地区、三笠地区、幌

内地区、清住・唐松・弥生・幾春別地区を中心に運行しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 市内バス路線図 

資料：国土数値情報、市営バス路線図（令和 4年 1 月 18日）、北海道中央バス路線図（令和 4年 4月現在） 
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②バスのカバー状況 

北海道中央バスと市営バスにより、用途地域内はほぼカバーされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 バスのカバー状況 

資料：国土数値情報、市営バス路線図（令和 4年 1 月 18日）、北海道中央バス路線図（令和 4年 4月現在） 
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③バス便数の状況 

三笠市内を運行しているバスは、北海道中央バスが運行する「三笠線」、「岩見沢美唄

線」、「高速みかさ号」、三笠市が運行する「幌内線」の 4路線となっています。 

このうち、「岩見沢美唄線」はイオンスーパーセンター三笠店を経由するものの、三

笠市の中心部は運行しておらず、他市町村とを結ぶバス路線となっています。そのため、

中央バス「三笠線」、「高速みかさ号」、市営バス「幌内線」の 3路線が三笠市民会館を

中心とした、市内中心部におけるバス路線網を形成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 バス便数の状況 

資料：三笠市営バス時刻表（令和 4年 1月 18日）、北海道中央バス時刻表（令和 4年 4月 1日） 

  

※平日ダイヤ 

幾春別町

13便

13便

「三笠線」

「幌内線」

幌内

1丁目

10便10便
三笠

小学校

三笠

市民会館

札幌駅前

ターミ

ナル

岩見沢

ターミナル

2便

「高速みかさ号」

2便

幾春別町

幾春別町

4便

5便

「岩見沢美唄線」
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④バス利用者数の推移 

市内を運行するバスの利用者は、全体として減少傾向にあるものの、北海道中央バス

が運行している、三笠線については平成 27（2015）年以降横ばいで推移していました

が、令和 2（2020）年は新型コロナウイルス感染症の影響で利用者が大きく減少してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 バス利用者数の推移 

資料：三笠市統計書（2015年、2019年、2021年）、北海道中央バス提供資料 
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1.5  経済 

1.5.1  事業所数及び従業員数の推移 

事業所数及び従業員数の推移を見ると、事業所数は昭和 50（1975）年の 868 事業所をピ

ークに減少傾向で推移、平成 28（2016）年には 393 事業所となっており、ピーク時の半数

以下まで減少しています。 

また、従業員数は、昭和 56（1981）年の 9,243人をピークに減少傾向で推移、平成 28（2016）

年には 3,025人となっており、ピーク時の約 1/3まで減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 事業所数・従業者数の推移 

資料：総務省「事業所・企業統計調査」（昭和 50年～平成 18年）、総務省「経済センサス」（平成 21～） 
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1.6  財政 

1.6.1  歳入・歳出の状況 

10年間の歳入・歳出の状況を見ると、歳入・歳出ともやや増加傾向にあり、平成 26（2014）

年度までは 90億円代で推移していたのがその後 100億円を超え、令和元（2019）年度では

歳入額は約 116億円、歳出額は約 115億円となっています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 歳入・歳出の推移 

資料：総務省「市町村別決算状況調」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 歳入額の構成比の推移 

資料：総務省「市町村別決算状況調」  

97.2 97.1 97.8 100.5 98.1 104.6 100.3
108.0 110.2 116.0

94.6 95.9 95.3 99.1 96.7 102.6 98.8
106.3 108.9 114.8

0.0

50.0

100.0

150.0

H22
(2010)

H23
(2011)

H24
(2012)

H25
(2013)

H26
(2014)

H27
(2015)

H28
(2016)

H29
(2017)

H30
(2018)

R1
(2019)

歳入額 歳出額
（億円）

10% 10% 10% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 8%

49% 49% 49% 48% 48%
45% 46%

43% 41%
39%

2% 2% 2% 2% 2%
3% 3%

3%
2%

2%

9% 7% 10% 10% 12%
12% 11%

11%
8% 11%

12%
12%

12% 16% 14%
14%

12%
13%

10%
14%

3%
3%

3%
3% 3%

3%
3%

3%

3%

3%

14% 17% 14%
12% 12% 14% 16%

20%

27%
23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

その他財源

道支出金

国庫支出金

地方債

その他一般財源

地方交付税

市税



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 歳出額の構成比の推移 

資料：総務省「市町村別決算状況調」 
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1.6.2  公共施設の保有状況 

三笠市が保有する公共施設（建築物）の延べ床面積合計は約 28.6万㎡であり、施設分類

別内訳では、住宅施設の割合が最も多く全体の 55.7％、次いで学校教育施設が 17.2％、子

育て・福祉支援施設が 10.0%となっています。 

建設年別に見ると、昭和 52（1977）年から昭和 56（1981）年にかけて整備された住宅施

設や学校教育施設が多く、これらは旧耐震基準にて建築されています。なお、主要な公共施

設は、耐震改修済となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 公共施設の施設分類別延べ床面積割合 

資料：三笠市「公共施設等総合管理計画」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 公共施設の取得年度別・分類別の延べ床面積 

資料：三笠市「公共施設等総合管理計画」 
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1.7  地価 

1.7.1  公示地価の推移 

三笠市の標準地は、公示地価・都道府県地価調査ともに住宅地 3ヶ所、商業地 1ヶ所とな

っています。いずれの標準地も、10 年前と比較すると地価が約 6 割となっており、全市的

に下落傾向となっています。 

中でも、幾春別千住町・清住町の公示地価は、他の標準地の平均額と比較すると大きく下

回っています。 

表 公示地価の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土交通省「国土数値情報」 
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図 標準地の位置 

資料：国土交通省「国土数値情報」、国土交通省「標準地・基準地検索システム」 
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図 住宅地の公示地価の推移 

資料：国土交通省「国土数値情報」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 H24年を 100とした場合の公示地価（住宅地）の推移 

資料：国土交通省「国土数値情報」 
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図 商業地の公示地価の推移 

資料：国土交通省「国土数値情報」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 H24年を 100とした場合の公示地価（商業地）の推移 

資料：国土交通省「国土数値情報」 
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1.8  災害 

1.8.1  洪水 

(1) 洪水浸水想定区域の指定状況 

三笠市を東西に流れる、幾春別川沿い及び三笠地区から岡山・萱野地区にかけて低地とな

っている広い範囲で洪水浸水想定区域に指定されています。また、中心市街地である三笠地

区の半分近くは、0.5ｍ以上の浸水が想定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 洪水浸水想定区域の指定状況 

資料：国土数値情報（洪水浸水想定区域データ（北海道開発局）R2(想定最大規模)2019（第 2.1版）） 
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1.8.2  土砂災害 

(1) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定状況 

土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域の指定状況を見ると、幌内地区、清住・唐松

地区、弥生・幾春別地区に集中しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定状況 

資料：国土数値情報（洪水浸水想定区域データ（北海道開発局）R2(想定最大規模)2019（第 2.1版）） 
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1.8.3  地域別の指定状況 

岡山・萱野地区のほぼ全域が浸水域に含まれています。また、半数近くの地域で 0.5ｍ以

上の浸水が想定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三笠周辺地区では、幾春別川沿いに 0.5ｍ以上の浸水が想定されています。土砂災害特別

警戒区域や土砂災害警戒区域は、幌内地区や清住・唐松地区の一部で指定されています。 
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弥生・幾春別周辺地区では幾春別川沿いに、広く 0.5ｍ以上の浸水が予測されており、一

部では 5ｍ以上の浸水が予測されています。また、土砂災害特別警戒区域や土砂災害警戒区

域についても広い地域で指定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 地区別の洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定状況 

資料：国土数値情報（洪水浸水想定区域データ（北海道開発局）R2(想定最大規模)2019（第 2.1版）） 
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1.8.4  新桂沢ダム及び三笠ぽんべつダムの整備 

三笠市では、治水・利水の機能を向上させるため、新桂沢ダム及び三笠ぽんべつダムを整

備し、貯水容量の増大を図っています。現時点では、新桂沢ダム及び三笠ぽんべつダムは令

和 12（2030）年度に完成予定となっています。 

現在の洪水浸水想定区域図では、幾春別川沿い及び低地となっている広い範囲が洪水浸

水想定区域に指定されています。しかし、新桂沢ダム及び三笠ぽんべつダムを整備するこ

とで、大幅に浸水想定区域が狭くなり、想定される浸水深も大幅に下がることが期待され

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 河川整備計画目標規模の洪水における浸水範囲 

資料：北海道開発局事業審議委員会（令和 3年度第 2回） 
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1.9  都市機能 

1.9.1  行政施設の立地状況 

市役所が三笠地区に立地しており、消防署は三笠地区と弥生・幾春別地区、警察署は市内

各地区に立地しています。その他施設の多くは用途地域内に立地しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 行政施設の立地状況 

資料：国土数値情報、三笠市ホームページ 
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表 公共施設リスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地区 施設名称 施設分類 所在地
岡山・萱野地区

道の駅「三笠」 道の駅 岡山1056番地1
岩見沢警察署岡山駐在所 防災関連施設 岡山54番地1

三笠地区
三笠市役所 行政施設 幸町2番地
岩見沢警察署三笠警察庁舎 防災関連施設 幸町4番地
消防本部 防災関連施設 若松町9番地
消防署 防災関連施設 若松町9番地
三笠市火葬場（柏の郷聖苑） その他 柏町909番地1
浄化センター その他 いちきしり58番地
し尿処理場 その他 美園町38番地

清住・唐松地区
岩見沢警察署唐松駐在所 防災関連施設 唐松栄町1丁目180番地1
みどりが丘環境センター その他 唐松緑町12番地

幌内地区
岩見沢警察署幌内駐在所 防災関連施設 幌内住吉町1番地1

弥生・幾春別地区
岩見沢警察署弥生駐在所 防災関連施設 弥生町2丁目33番地13
岩見沢警察署幾春別駐在所 防災関連施設 幾春別町1丁目318番地
消防署幾春別消防センター 防災関連施設 幾春別町1丁目318番地1
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1.9.2  商業施設の立地状況とカバー状況 

食料品店及び専門店・ホームセンターの多くは三笠地区に多く立地しており、幾春別地区

には食料品店、岡山・萱野地区にはスーパーマーケットとコンビニエンスストア、食料品店

が立地しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 商業施設の立地状況とカバー状況 

資料：全国大型小売店舗総覧、iタウンページ ※食料品を取り扱う店舗のみを抽出 

 

表 商業施設リスト 

 

  

地区 施設名称 施設分類 所在地
岡山・萱野地区

イオンスーパーセンター三笠店 スーパーマーケット 岡山1059番地1
レッツ 食料品店 岡山78番地１４
セブン‐イレブン／三笠道の駅店 コンビニエンスストア 岡山1056番地
みのる青果 食料品店 岡山1056番地1

三笠地区
株式会社丸才奥商店 食料品店 幸町6番地11
株式会社丸才奥商店／若松支店 食料品店 若松町7番地１
有限会社中村鮮魚店 食料品店 幸町7番地5
有限会社北村商店 食料品店 多賀町19番地7
セブン‐イレブン／三笠いちきしり店 コンビニエンスストア いちきしり959番地76
ファミリーマート三笠幸町店 コンビニエンスストア 幸町21番地1
セイコーマート三笠店 コンビニエンスストア 本町248番地6
ホーマックニコット三笠店 専門店・ホームセンター 宮本町491番地3
ツルハドラッグ三笠店 専門店・ホームセンター 若松町12番地7
A コープ三笠店 スーパーマーケット 幸町12番地22
株式会社マルキ百貨店 食料品店 宮本町480-119

清住・唐松地区
後藤商事 食料品店 唐松常盤町308-2

弥生・幾春別地区
旭屋竹本菓子舗　食料店 食料品店 幾春別町１丁目197
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1.9.3  金融機関の立地状況とカバー状況 

金融機関は三笠地区と弥生・幾春別地区に 2 か所、その他地域にも各 1 か所ずつ満遍な

く立地しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 金融機関の立地状況とカバー状況 

資料：iタウンページ 

 

表 金融機関リスト 

 

  

地区 施設名称 施設分類 所在地
岡山・萱野地区

三笠岡山郵便局 郵便局 岡山54番地18
三笠地区

三笠郵便局 郵便局 高美町1番地7
空知信用金庫／三笠支店 銀行・信用金庫 幸町12番地7

清住・唐松地区
唐松郵便局 郵便局 唐松栄町1丁目180番地1

幌内地区
三笠幌内郵便局 郵便局 幌内北星町14番地2

弥生・幾春別地区
幾春別郵便局 郵便局 幾春別町1丁目318番地6
三笠弥生郵便局 郵便局 弥生町2丁目16番地19
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1.9.4  医療施設の立地状況とカバー状況 

医療施設は三笠地区及び岡山・萱野地区のみに立地しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 医療施設の立地状況とカバー状況 

資料：国土数値情報 

 

表 医療施設リスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地区 施設名称 施設分類 所在地
岡山・萱野地区

南そらち記念病院 病院 岡山506番地8
三笠地区

市立三笠総合病院 病院 宮本町489番地1
みかさホームケアクリニック 診療所 多賀町2番地1
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1.9.5  介護・福祉施設の立地状況とカバー状況 

介護・福祉施設は三笠地区に集中して立地しているほか、幌内地区、岡山・萱野地区、清

住・唐松地区にも立地しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 介護・福祉施設の立地状況とカバー状況 

資料：国土数値情報 
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表 介護・福祉施設リスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地区 施設名称 施設分類 所在地
岡山・萱野地区

医療法人社団幾生会介護老人保健施設そらちの郷 通所系・訪問系・小規模多機能施設 岡山506番地 8号
カーサ・ミーア壱番館 上記以外の介護・福祉施設 岡山506番地50号
医療法人社団幾生会ヘルパーステーション笑 上記以外の介護・福祉施設 岡山506番地50号
居宅介護支援事業所みどりの杜 上記以外の介護・福祉施設 岡山506番地50号

三笠地区
デイサービスセンターさいわい 通所系・訪問系・小規模多機能施設 美園町5番地85
ほのか三笠 上記以外の介護・福祉施設 幸町8番地2
らいふてらす三笠 通所系・訪問系・小規模多機能施設 多賀町12番地6
グループホームたんぽぽ 上記以外の介護・福祉施設 高美町444番地
華苑みかさ 上記以外の介護・福祉施設 高美町444番地
ひだまりの家 上記以外の介護・福祉施設 若草町397番地73
社会福祉協議会 上記以外の介護・福祉施設 若草町280番地
老人福祉センター 上記以外の介護・福祉施設 若草町280番地2
グループホームたんぽぽ榊館 上記以外の介護・福祉施設 榊町460番地39
一般社団法人北海道総合在宅ケア事業団三笠訪問看護ステーション 上記以外の介護・福祉施設 高美町444番地
南空知ケアプラン相談センター 上記以外の介護・福祉施設 高美町444番地
市立三笠総合病院訪問看護ステーションゆうゆう 上記以外の介護・福祉施設 宮本町489番地１
市立三笠総合病院訪問リハビリテーション 上記以外の介護・福祉施設 宮本町489番地１
ふれあい健康センター その他の社会福祉施設 高美町444番地
みかさ子ども発達支援センターかざぐるま 障害者施設 若松町10番地15
就労継続支援Ｂ型事業所Ｔｒｙ夢 障害者施設 本郷町668番地2

清住・唐松地区
デイサービスセンター湯快館 通所系・訪問系・小規模多機能施設 清住町112番地5
養護老人ホーム「三楽荘」 上記以外の介護・福祉施設 清住町112番地5
特別養護老人ホーム「ことぶき荘」 上記以外の介護・福祉施設 清住町112番地5

幌内地区
デイサービスセンターつどい 通所系・訪問系・小規模多機能施設 幌内新栄町352番地

グループホームさくらえん 上記以外の介護・福祉施設 幌内新栄町352番地

地域活動センターななかまど その他の社会福祉施設 幌内北星町14
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1.9.6  教育・子育て支援施設の立地状況とカバー状況 

教育・子育て支援施設は三笠地区及び岡山・萱野地区に立地しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 教育・子育て支援施設の立地状況とカバー状況 

資料：国土数値情報 

 

表 教育・子育て支援施設リスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地区 施設名称 施設分類 所在地
岡山・萱野地区

岡山小学校 教育施設 岡山60番地2
萱野中学校 教育施設 萱野192番地1
三笠市立三葉保育所 子育て支援施設 萱野127番地9

三笠地区
三笠小学校 教育施設 本郷町485番地1
三笠中学校 教育施設 本郷町484番地2
三笠高等学校 教育施設 若草町397番地
三笠市児童館 子育て支援施設 若松町14番地1
三笠まつばの杜 子育て支援施設 堤町７番地1
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1.9.7  文化・交流等施設の立地状況とカバー状況 

文化・交流施設は三笠地区に多く立地しているほか、その他地区にも万遍なく立地してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 文化・交流等施設の立地状況とカバー状況 

資料：国土数値情報 

  



53 

 

表 文化・交流等施設リスト 

 

 

 

 

  

地区 施設名称 施設分類 所在地
岡山・萱野地区

岡山市民センター 集会施設 岡山89番地4
多目的研修センター 集会施設 萱野127番地5
三笠市パークゴルフ場サン・パーク スポーツ施設 岡山1051番地
太古の湯 温浴施設 岡山1042番地20

三笠地区
三笠市立図書館 文化施設 若草町404番地
三笠市公民館 集会施設 若草町404番地
三笠市文化芸術振興促進施設ciel 文化施設 若草町396番地1
三笠高校生レストラン 交流施設 若草町396番地1
市民会館 集会施設 幸町13番地
MIKASAぽけっとマルシェCOCOCHI 集会施設 若草町396番地1
山の手市民センター 集会施設 高美町448番地1
勤労青少年ホーム 集会施設 若草町280番地2
老人福祉センター 集会施設 若草町280番地2
三笠市民センター 集会施設 堤町2番地7
美園市民センター 集会施設 美園町72番地5
三笠ドーム スポーツ施設 若草町280番地1
温水プール スポーツ施設 若草町280番地2
スポーツセンター スポーツ施設 若草町280番地2
弓道場 スポーツ施設 若草町280番地2
武道館 スポーツ施設 若草町280番地2
トレーニングセンター スポーツ施設 若草町280番地2
市営テニスコート スポーツ施設 若草町280番地2
ゲートボール場 スポーツ施設 若草町280番地2
市営陸上競技場 スポーツ施設 美園町4
市営球場 スポーツ施設 美園町4

清住・唐松地区
青少年ふれあい会館 集会施設 唐松常盤町234番地
唐松市民センター 集会施設 唐松常盤町310番地1

幌内地区
幌内市民センター 集会施設 幌内金谷町31番地4

弥生・幾春別地区
三笠市立博物館 文化施設 幾春別錦町1丁目212番地1
幾春別市民センター 集会施設 幾春別町1丁目318番地6
弥生市民センター 集会施設 弥生橘町72番地8
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1.10  都市施設 

1.10.1  都市計画道路等の整備状況 

都市計画道路の整備状況は以下の通りです。 

 

表 都市計画道路の整備状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：三笠市都市計画マスタープラン 
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1.10.2  公園の整備状況 

街区公園は各地区に満遍なく立地しており、運動公園が三笠地区に立地しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 公園の整備状況 

資料：三笠市都市公園台帳 

表 公園リスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地区 公園名 公園種別 供用開始年 供用済面積 地区 公園名 公園種別 供用開始年 供用済面積

岡山中央東公園 街区公園 1992 1,045㎡ 唐松常盤町児童公園 街区公園 1967 3,717㎡

岡山中央西公園 街区公園 1997 628㎡ 唐松町第2児童公園 街区公園 1973 2,058㎡

岡山こども広場 街区公園 2013 500㎡ 清住町児童公園 街区公園 1974 1,119㎡

岡山運動公園 近隣公園 1983 24,104㎡ 唐松栄町児童公園 街区公園 1976 1,814㎡

岡山第2運動公園 近隣公園 1992 18,731㎡ 唐松春光町児童公園 街区公園 1977 1,140㎡

萱野花の道公園 近隣公園 2001 7,494㎡ 千代田公園 街区公園 1981 2,756㎡

岡山緑地公園 近隣公園 2008 40,912㎡ 唐松町第１児童公園 街区公園 1972 500㎡

榊町児童公園 街区公園 1972 4,000㎡ 唐松運動公園 近隣公園 1944 12,600㎡

若松町児童公園 街区公園 1973 2,511㎡ 唐松河川緑地公園 近隣公園 1999 13,331㎡

柏町児童公園 街区公園 1975 1,640㎡ 清住墓地 特殊公園 1952 7,000㎡

宮本町児童公園 街区公園 1975 2,505㎡ もみじ公園 街区公園 1980 264㎡

本町児童公園 街区公園 1964 4,334㎡ 幌内住吉町児童公園 街区公園 1969 6,431㎡

有明町児童公園 街区公園 1979 1,833㎡ 幌内新栄町児童公園 街区公園 1978 1,652㎡

美園町下団地児童公園 街区公園 1981 1,987㎡ 金谷公園 街区公園 1981 1,018㎡

本郷町児童公園 街区公園 1982 1,415㎡ いこい公園 街区公園 1979 1,254㎡

見晴公園 街区公園 1984 1,399㎡ 初音公園 街区公園 1986 1,588㎡

美園緑地公園 街区公園 1987 2,587㎡ 幾春別中島町児童公園 街区公園 1966 2,814㎡

柏台中央公園 街区公園 1997 300㎡ 弥生花園町児童公園 街区公園 1974 3,818㎡

中央公園 近隣公園 1955 6,688㎡ 三笠開拓記念広場 街区公園 1976 1,504㎡

堤公園 近隣公園 1986 15,892㎡ 幾春別川向町児童公園 街区公園 1980 4,814㎡

三笠運動公園 運動公園 1954 196,000㎡ 並木公園 街区公園 1983 1,490㎡

三笠グリーンパーク 都市緑地 1982 32,276㎡ 弥生市民広場 街区公園 1997 1,722㎡
錦公園 近隣公園 1986 28,937㎡

三
笠
地
区

弥
生
・
幾
春
別
地
区

幌
内
地
区

清
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地
区
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区
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第2章 上位・関連計画の整理 
 

2.1  第９次三笠市総合計画  
(1) 目標等 

計画期間 令和 4（2022）年度～令和 11（2029）年度 

将来都市像 
・日本一安心して誰もが暮らし続けたい 

自然豊かな元気田園産業都市 

将来像を実現する

ための６つの基本

目標 

１：人が育つまち三笠 

２：人が元気で働けるまち三笠 

３：人が快適に生活を楽しむまち三笠 

４：人が安心して暮らせるまち三笠 

５：人と自然が共存できるまち三笠 

６：人が未来に向かって夢を育めるまち三笠 

 

(2) 基本計画（関連部分のみ抜粋） 

基本目標１：人が育つまち三笠 

施策項目 基本方針 

子どもの

教育 

・「三笠市教育大綱」に基づき、豊かな心と確かな学力、健やかな体など、知・

徳・体のバランスのとれた子どもを育成する教育環境づくりを推進します。 

 

基本目標２：人が元気で働けるまち三笠 

施策項目 基本方針 

農林水産

業 

・農地や環境の保全・美しい農村景観の形成など、農業の多面的機能の充実に努

めます。 

商工業・ 

企業誘致 

・「三笠市商工業振興ビジョン」に基づき、産業活性化に繋がる取り組みや産業

振興を図ります。 

産業開発 

・石炭資源や木質バイオマスなどの再生可能エネルギーを有効に活用し、新たな

産業の創出と地域振興を推進します。 

・国制度を活用して外部人材を積極的に受け入れ、地域活性化を図ります。 
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基本目標３：人が快適に生活を楽しむまち三笠 

施策項目 基本方針 

交通環境 

・公共交通全般的に利用が減少している実態を踏まえ、市営バスやタクシーなど

の市内の交通全般について、将来的な視点で検討を行います。 

・既存交通のバスやタクシーを今後も維持しつつ、買い物や病院など気軽に移動

できる当市の実情に合った交通システムを研究し、持続可能な公共交通の構築

につなげていきます。 

・立地的なメリットを活かして当市が札幌市の生活圏の一部として認知され、都

市部からの移住を促すため、札幌圏とのアクセス向上を目指します。 

土地・ 

住宅環境 

・「三笠市住生活基本計画」及び「三笠市市営住宅等長寿命化計画」に基づき、全

ての人が安全、安心で住みやすい住宅環境を目指します。 

道路・ 

河川・公園 

・市民生活に密着した道路整備を進めるとともに、本市の特徴を活かした観光道

路の整備を図ります。また、未舗装道路の解消を図ります。 

・未改修河川の整備を進めるとともに、大雨に備えた適正な維持管理を図ります。 

・市民の憩いの場となる公園の整備と改築を進めます。 

・既存社会資本施設（道路、橋りょう、公園等）の計画的な改築や維持修繕等に

努めます。 

・広域道路の整備促進を国及び北海道に要望します。 

 

基本目標４：人が安心して暮らせるまち三笠 

施策項目 基本方針 

地域医療 
・市民の健康を守り安心して暮らせるよう、市立病院整備に取り組み、機能確保

を図ります。 

交通安全・

防犯・ 

生活安全 

・「三笠市空家等対策計画」に基づき、適切に空家等を管理し、地域の良好な住環

境を維持します。 

 

基本目標６：人が未来に向かって夢を育めるまち三笠 

施策項目 基本方針 

移住定住 

・市民が長く住み続けられ、移住者にも選ばれる魅力的な暮らしやすいまちにす

るため関係所管と連携を取りながら横断的に施策を検討・実施し、転入の増加

と転出の抑制に取り組みます。 

・移住定住それぞれのニーズに応じた長期的・短期的な施策を実施します。 

・国の制度等を活用して外部人材の受入れを進め、地域活性化と将来的な移住者

の発掘に取り組みます。 

協働・ 

市民参加 

・協働ルームをはじめ、未来創造会議や市政懇談会等で市民との意見交換に努め、

市民協働による持続可能なまちづくりを目指します。 

行財政 

運営 

・健康で快適な生活環境と持続可能な都市経営を可能とするため、コンパクトな

まちづくりの推進に努めます。 

・費用対効果、市益・市民益を常に意識した行財政運営を行うとともに、歳入の

確保に向けた取り組みを進め安定的な財政基盤を確立し、将来にわたって持続

可能な行財政運営を推進します。 
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2.2  都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 
(1) 目標等 

目標年次 令和 12（2030）年度 

都市づくりの基本

理念 

本区域の都市づくりにおいては、6つの基本目標を踏まえるとともに、

今後は人口の減少や少子高齢化がさらに進行することを想定している

ため、市街地の拡大を抑制しつつ、住環境等の整備を図るとともに、都

市の既存ストックの有効活用を促進することにより、都市の防災性の

向上が図られ、様々な都市機能がコンパクトに集積した都市構造を目

指す。 

 

(2) 主要な都市計画の決定の方針（関連部分のみ抜粋） 

１．土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

主要用途の

配置の方針 

住宅地 

・本区域の住宅地は、一般住宅地及び専用住宅地で構成する。 

・三笠地区のうち、３･３･１号岩見沢三笠通（主要道道岩見沢三

笠線）北側には専用住宅地を配置し、戸建て住宅を中心とした

良好な低層住宅地の住環境を保全する。 

・三笠地区のうち、３･３･１号岩見沢三笠通（主要道道岩見沢三

笠線）南側及び地区の東側は、中低層の公的住宅を含む一般住

宅地として土地利用を図る。 

・岡山地区には、三笠工業団地に隣接して住宅地が整備されてお

り、職住近接に対応した一般住宅地として土地利用を図る。 

・幌内地区は、旧炭鉱改良住宅団地や一般住宅が立地しており、

自然に囲まれた緑豊かな一般住宅地として土地利用を図る。 

・唐松地区、弥生地区及び幾春別地区は、一般住宅地や公営住宅

団地が立地する一般住宅地として土地利用を図る。 

商業業務地 

・本区域の商業地は、中心商業業務地及び地域商業業務地で構成

する。 

・三笠地区の３･３･１号岩見沢三笠通（主要道道岩見沢三笠線）

及び３･４･２号三笠幌内通（一般道道三笠栗沢線）の交差点を

中心とした地区には、商業施設、業務施設、飲食店などが集積

し商業地が形成されており、今後とも中心商業業務地として土

地利用を図る。 

工業・流通

業務地 

・本区域の工業･流通業務地は、専用工業地及び一般工業地で構

成する。 

・岡山地区には、交通利便性の高さを活かした三笠工業団地及び

三笠第２工業団地が整備されており、今後とも企業誘致に対応

する専用工業地として土地利用を図る。 

 

用途転換、

用途純化又

は用途の複

合化に関す

る方針 

・三笠地区、唐松地区及び幾春別地区の商業業務地は、過疎化や

商業環境の変化により、商業系土地利用の需要が低下している

ことから、その縁辺部については、周辺の土地利用を踏まえ住

居系土地利用への転換を検討するなど、用途地域等の見直しを

行う。併せて、準防火地域の縮小については、市街地における

延焼の危険性などを考慮した上で、見直しを行う。 
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・まとまりのある市街地形成による効率的な都市経営のため、人

口の減少や産業の停滞などから都市的土地利用の整序を図る

必要性の低い地区については、都市全体の土地利用のあり方や

適正な規模等を検討し、用途地域の指定について見直しを行

う。 

・国道 12 号沿道の工業･流通業務地には、大規模集客施設が立

地しているが、今後の工業系土地利用の需要や動向等を把握し

た上で、用途地域の見直し、特別用途地区や地区計画等の活用

などにより、工業系土地利用の保全を図りつつ、工業系就労者

等の良好な住環境の整備を促進する。 

その他の土

地利用の方

針 

優良な農地

との健全な

調和に関す

る方針 

・本区域のうち、集団的農用地や、国営・道営の土地改良事業等

各種農業投資が実施されている区域及び実施を予定している

区域の農地等については、健全な農業の維持と発展を図るた

め、今後とも優良な農用地としてその保全に努め、特に、農業

振興地域の整備に関する法律第８条第２項第１号に規定する

農用地区域については、「農業上の利用を図るべき土地」とし

て用途地域拡大の対象とはしない。 

災害防止の

観点から必

要な市街化

の抑制に関

する方針 

・溢水、湛水、がけ崩れその他の災害発生の可能性のある地区に

ついては、市街化を抑制し、緑化の促進や保全に努め、災害の

防止を図る。 

・土砂災害特別警戒区域に指定されている三笠本町地区等につ

いては、災害防止の観点から、特に市街化を抑制する。 

・既成市街地において災害発生の可能性のある地域については、

地域防災計画に基づき、災害の防止に努める。 

自然環境形

成の観点か

ら必要な保

全に関する

方針 

・保安林については、公益的機能の維持、増進を図るため、目的

に応じた適正な管理・保全に努める。 

・達布山周辺など景勝地にもなっている丘陵樹林地については、

今後とも良好な環境や景観を保全しつつ、自然環境と共生した

土地利用の維持に努める。 
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４．自然的環境に関する主要な都市計画の決定の方針 

基本方針 

・本区域における緑地の形態は、東西に貫流する幾春別川に沿って形成された

市街地を南北から包み込むように広がる丘陵樹林地や幾春別川の点在する河

畔林等の河川空間を骨格としており、良好な自然環境を形成している。この

緑地の形態に即応して、環境保全、レクリエーション、防災、景観構成及び

各系統における機能が総合的に発揮され、かつ、水と緑のネットワークを形

成するように公園緑地等を適正に配置し、整備保全に努める。また、都市公

園においては長寿命化対策を行い、適正な維持管理を進める。 

緑 地 の 配

置の方針 

緑地系統ご

との配置方

針 

ａ 環境保全系統 

・都市の骨格となる緑地として三笠運動公園を配置する。 

ｂ レクリエーション系統 

・市街地において、土地利用形態に併せて街区公園・近隣公園を

配置するとともに、地域住民の利用に供する公園を適切に配置

する。 

・多様なレクリエーション活動の拠点として機能する三笠運動

公園は、市民の身近なレクリエーション拠点として、その機能

充実に努める。 

ｃ 防災系統 

・災害時における避難地及び防災拠点として、三笠運動公園及び

三笠グリーンパークを配置し、街区公園、近隣公園及び緑地の

適正な配置、整備を図る。 

ｅ その他の系統 

・清住霊園を配置し、既存樹林地等周辺の自然的環境と一体的に

静寂な環境を保全する。 

コンパクト

なまちづく

りに係る配

置方針 

・コンパクトなまちづくりを進めるため、区域内の公園等緑地の

適正配置を進める。また、人口減少等の社会情勢やニーズの変

化に対応した緑地の適正配置を実現する観点から、区域内の公

園等緑地が都市の利便性上より有効となるように配置する。 

実 現 の た

め の 具 体

の 都 市 計

画 制 度 の

方針 

・都市における緑地の適正な保全及び緑化の推進を総合的かつ計画的に進める

ため、都市緑地法の規定に基づく「緑地の保全及び緑化の推進に関する基本

計画」の策定を検討するとともに、各種計画等を踏まえた上で、必要なもの

を公園等の都市施設や特別緑地保全地区等の地域地区として、都市計画決定

を行う。 
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2.3  三笠市都市計画マスタープラン 
(1) 目標等 

計画期間 平成 20（2008）年度～令和 10（2028）年度 

将来都市イメージ 

・超高齢社会に誰もが安心して暮らすことのできるまとまりのある都

市 

・恵まれた自然環境を大切にする「クリーン・グリーン三笠」にふさわ

しい都市 

・みんなが都市づくりに参加する個性あふれる都市 

 

(2) 都市づくりの部門別方針（関連部分のみ抜粋） 

土地利用の規制及

び誘導 

○都市計画区域 

・都市計画区域の見直しについては、将来における都市づくりの規模・

コンセプトを明らかにした上で、必要な規模、都市基盤、守るべき自

然環境を考慮して定めることとし、当面、都市計画区域の見直しは必

要ないと判断します。 

○準都市計画区域 

・都市計画区域外のほとんどが森林であり、開発の蓋然性が極めて低い

ことから、準都市計画区域設定の必要はないと判断します。 

○区域区分 

・当市では、人口が増加傾向になく、無秩序な市街化が進むことは想定

されにくいことから、現状のとおり市街化区域、市街化調整区域の区

域区分は行わないこととします。 

○用途地域内の土地利用 

・用途地域内の土地利用は、都市機能の維持、住環境の保護などを目的

とした合理的な土地利用を図ることとします。 

○住居系土地利用 

・現在の第 1 種低層住居専用地域、第 1 種中高層住居専用地域、第 2 

種中高層住居専用地域、第１種住居地域、第２種住居地域の各住居系

用途地域を基本とし、まとまりのある市街地の形成を図るため、土地

利用が進まない地域や土地利用の見通しが立たない地域については、

用途地域を縮小します。また、縮小した区域については、無秩序な開

発を抑制する必要がある場合、特定用途制限地域等の指定を検討しま

す。岡山・萱野地区については、当地区の将来の発展方向を見極め、

長期的な視点にたったうえで一般住宅地として土地利用を図ります。 

○工業系土地利用 

・工業専用地域、工業地域、準工業地域の各工業系土地利用については、

企業誘致を進め企業立地の促進と雇用の場の創出を図るため、現在の

各地域の配置を基本としますが、未利用地の活用については、工業系

土地利用としての、合理性を確保しつつ他の土地利用との複合化を図

ることを検討し、工業系就労者等の職住近接に対応した良好な住環境

の整備を促進します。なお、特定の用途の利便の増進又は環境の保護

等を図る必要がある場合は、特別用途地区の指定についても検討しま

す。 
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○商業系土地利用 

・市内の商業系土地利用については、三笠、唐松、幾春別の３地域の中

心部を商業地域として指定していますが、過疎化の進行で商店や事務

所が衰退していることから、土地利用の実態を見極め、商業地域の一

部について住居系用途地域への転換を検討するなど用途地域等の見

直しを行います。また、商業地域の活性化のため、商店経営者の育成

を図るとともに、魅力ある地域の商店街づくりに向けた取り組みを支

援します。 

○準防火地域 

・準防火地域は、高密度に建物が建ち並び、人が多く集まる区域や火災

の発生しやすい危険区域について大火の発生を防止します。当市で

は、商業地域の全域に対し計画決定しておりますが、商業地域を縮小

する場合には、市街地において延焼のおそれがないかなどについて確

認の上、準防火地域の変更について見直しを行います。 

○用途地域外（白地地域）の土地利用 

・用途地域外の土地利用は、まとまりのあるコンパクトな市街地形成に

向け、できる限り市街化を抑制することを基本とします。 

都市施設の整備 

〇道路・交通網整備 

・将来の市街地規模と土地利用の基本方針に沿い、便利で安全、快適な

道路網の整備を進めます。 

・主軸となる 3･3･1 岩見沢三笠通（主要道道岩見沢三笠線）の整備促

進を北海道に要望するとともに、それを補完する補助幹線道路を重点

的に整備します。 

・民間バス路線の営業存続と市営バスの運行により、生活不便を解消

し、「人の移動しやすい都市環境」をつくります。 

・生活道路は、歩行者の視点を大切にし、冬期間の除排雪体制の充実と

子どもや高齢者、障がい者などの交通弱者に対するバリアフリーに配

慮した整備を進めます。 

〇公園・緑地の整備及びみどりの保全 

・各地区に点在する公園は、防災上の避難場所や地域コミュニティの場

であることから、ゆとりある都市空間として多様な利用を図ります。 

・都市計画緑地は、里山的な利用を図り市民が親しめる自然空間として

維持、活用を図ります。 

・市内を貫流する幾春別川の河畔林は、都市景観の上から、また、動植

物の生息地として重要な役割を担っていることから、将来にわたり保

全に努めます。 

 

(3) 個別課題（関連する重点取組）（関連部分のみ抜粋） 

福祉にやさしい都

市づくり 

・市民が主体となって行うイベントなどを支援し、だれもが明るく楽し

く心はずむ都市づくりを行います。 

災害に強い都市づ

くり 

・消防救急体制や防災体制の充実を図るとともに広域避難場所の周知

徹底及び複数の避難路の確保を図ります。 

・溢水、湛水、がけ崩れその他の災害発生の可能性のある地区について

は、市街化を抑制し、緑化の促進や保全に努め、災害の防止を図りま

す。 

景観にこだわる都

市づくり 

・都市の景観を損ねる廃屋や不要な老朽施設の整理を促進し、さびれた

都市の印象を取り除きます。 
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(4) 地域別方針（関連部分のみ抜粋） 

地域 方針 

岡山・萱野地区 

○広々とした工業団地やまとまりのある農用地での生産活動を促進す

るとともに、大型商業施設の進出、サンファーム三笠の周辺開発や小

中一貫教育の取組など、新たな展開による、交流・定住人口の増加を

図り、活気あふれる地域をめざします。 

○工業系土地利用については、工業専用地域、工業地域、準工業地域の

それぞれの用途地域内において企業誘致の促進を図るとともに、工業

系土地利用としての合理性を確保しつつ、他の土地利用との複合化を

検討するなど、職住近接に対応した土地利用により、工業系就労者等

の良好な住環境を整備することで雇用の場を創出し、活気あふれる地

域をめざします。 

○農業系土地利用については、農地の流動化を図るなどにより、農用地

として保全を図ることとしますが、農地として利用が困難となった土

地については、地域における土地利用の動向等を踏まえ、土地利用の

保全方策について総合的に検討します。 

○「サンファーム三笠」周辺を観光や交流の拠点として魅力づくりを進

めます。 

三笠地区 

○三笠市の中心市街地としてふさわしい緑を大切にした都市景観の形

成と生活の利便性を高め都市機能の充実を図ります。 

○分譲中の宅地の分譲促進に努め、当地区への誘導を促進します。 

○冬期間でもゆとりのある居住環境を確保するため、低層の老朽化した

公営住宅を除却し、公営住宅の再編成を進めます。 

○市街地のほぼ中央に位置する「中央公園」周辺部を中心として、人が

ウキウキと外出したくなるような雰囲気づくりを行います。 

○商業地として利用が図れない地域は、土地利用の実態を把握したうえ

住居系用途への変更を検討するなど、用途地域等の見直しを行いま

す。 

○本郷町から幸町までの 3・3・1 岩見沢三笠通（主要道道岩見沢三笠

線）沿いは、準工業地域、商業地域として沿道型サービス施設立地ゾ

ーンとして利用を図ります。 

○用途地域内農地は、後継者の確保や農地の流動などの状況を踏まえ、

都市的土地利用への転換を誘導する農地と市街地内の貴重な緑とし

て保全を図る農地を見極めながら、それぞれの土地利用を進めます。 

○市街地近郊の山林は、林業の振興とともに里山的な利用を図ります。 

幌内地区 

○3・3・2 三笠幌内通（一般道道三笠栗沢線）を主軸に良好な住居環境

と周辺の自然環境を保全します。 

○無人地域で将来的な土地利用計画の無い地域については、用途地域を

縮小するのと併せて、道路、公園緑地、下水道など都市施設について

も適正配置の検討を行います。また、縮小した区域については、無秩

序な開発を抑制する必要がある場合、特定用途制限地域の指定等を検

討します。 
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地域 方針 

清住・唐松地区 

○住居系土地利用は、一般道道岩見沢桂沢線を骨格道路として両側に住

居系用途地域が指定され、良好な居住環境が形成されていますが、一

部無人地域については、用途地域の縮小を検討し、場合によっては特

定用途制限地域への指定も検討します。 

○農地については、保全を原則とします。 

○山林については、伐採後の民間所有に対し林地復元を指導します。 

○3・3・1 岩見沢三笠通（主要道道岩見沢三笠線）と一般道道岩見沢桂

沢線の改良整備の促進を北海道へ要望するとともに市道唐松高台線

の改良整備を進めます。 

○唐松春光町児童公園、栄町児童公園、唐松町第 1 児童公園、唐松町

第 2 児童公園は、地域人口の減少により、利用度が低くなっている

ので、全市的な公園の適正配置計画を検討します。 

弥生・幾春別地区 

○三笠の東の玄関口としてふさわしい自然に囲まれた美しい街並みを

守ります。 

○住居系土地利用は、公営住宅の廃止などにあわせ特定用途制限地域に

指定するなど、一部用途地域の除外を検討します。 

○商業系土地利用は、交通量の増加を好機と捉え現状を維持し、商業者

の取り組みを支援します。 

○工業系土地利用は、特定用途制限地域に指定するなどの手法により、

永く未利用地となっている工業地域の除外を検討します。 

○幹線道路沿道の廃屋については、景観や防犯の面から所有者に対し除

却などを促します。 

奔別・桂沢地区 

○森林区域は保全に努め、桂沢湖や幾春別川の水質を守るとともにふさ

わしい自然景観を大切にします。 

○桂沢観光ホテルは道路変更により、閉館となり解体されたことから新

たな施設整備および周辺開発を検討します。 
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2.4  三笠市人口ビジョン 
(1) 目標等 

計画期間 令和 42（2060）年まで 

人口の将来展望 令和 42（2060）年に人口 4,003人を確保 

目指すべき人口の

将来展望 

基本目標 1：人が育つまち三笠 

基本目標 2：人が元気で働けるまち三笠 

基本目標 3：人が快適に生活を楽しむまち三笠 

基本目標 4：人が安心して暮らせるまち三笠 

基本目標 5：人と自然が共存できるまち三笠 

基本目標 6：人が未来に向かって夢を育めるまち三笠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 総人口の推計 

  

社人研推計準拠
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2.5  三笠市地域公共交通計画 
(1) 方針等 

計画期間 令和 5（2023）年度～令和 9（2027）年度まで 

基本的な方針 

・基本方針 1：持続可能な公共交通の実現に向けた市内公共交通ネ

ットワークの形成 

・基本方針 2：公共交通利用促進・活性化に向けた取組の強化・充  

 実 

・基本方針 3：地域が一体となった取組の展開 

・基本方針 4：広域移動を支える路線の維持・充実 

 

(2) 持続可能な公共交通の実現に向けた市内公共交通ネットワークの形成に対する目標 

目標 
・市営バス運行の公的負担額（令和 3（2021）年度決算基準各年前年

比 103%以内を目標） 

 

表 市営バス運行の公的負担額 

（単位 千円） 

R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 R8 年度 R9 年度 

13,481 13,885 14,302 14,731 15,173 15,628 16,097 

 

参考：市営バス運行の公的負担額（※決算書ベース）       （単位 千円） 

 H28年度 H29年度 H30年度 R1 年度 R2 年度 R3 年度 

公的負担額 11,703 14,192 14,128 13,151 12,883 13,481 

前年比 - 121% 100% 93% 98% 105% 

前年比の平均値 -   103%   

 

(3) 公共交通利用促進・活性化に向けた取組強化・充実に対する目標 

目標 ・市営バス 1便あたり利用者数 

 

市営バス１便あたり利用者数 

R4 年度 R9 年度 

―人/便 2.1人/便 

 

参考：市営バス１便あたり利用者数（※決算書ベース） 

H29年度 H30年度 R1 年度 R2 年度 R3 年度 平均 

2.5人/便 2.4人/便 2.0人/便 1.9人/便 1.8人/便 2.1人/便  
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(4) 地域が一体となった取組の展開に対する目標 

目標 ・地域一体として行う事業に協力する事業者の数 

 

 

 

 

 

(5) 広域移動を支える路線の維持・確保に対する目標 

目標 
・広域路線バスへの公的負担額（令和 3（2021）年度比 111%以内を

目標） 

 

 

 

 

参考：市営バス運行の公的負担額（※決算書ベース）（単位 千円） 

 H28 

年度 

H29 

年度 

H30 

年度 

R1 

年度 

R2 

年度 

R3 

年度 

バス停維持費 1,934 2,244 2,041 1,906 2,096 2,068 

①中央バス路線沿い 

停留所維持費 
1,612 1,870 1,701 1,588 1,747 1,724 

②美唄線負担金 424 626 792 544 417 340 

①＋② 2,036 2,496 2,493 2,132 2,164 2,064 

①＋②H29～R3平均  
2,270 

（対 H28 比 111%） 

 

 

 

  

R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 R8 年度 R9 年度 

― 3 4 5 6 7 

R3 年度 R9 年度 

2,064 千円 2,291 千円 
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2.6  三笠市公共施設等総合管理計画 
(1) 目標等 

計画期間 平成 28（2016）年度～令和 7（2025）年度 

基本方針 

公共施設の管理に関する基本的な考え方 

（１）財政状況を踏まえ供給量の適正化を図る 

（２）既存施設については、今後も保持していく場合、長寿命化を柱

に、建て替え、民間等への譲渡、複合化、広域化等を検討し、建

て替えの場合、縮減や他施設との複合化を検討する。 

（３）建築基準法改正前昭和 56（1981）年以前に建設されたもの、も

しくは計画最終年次である令和 7（2025）年度に耐用年数を超え

る施設を優先的に検討する。 

（４）耐用年数が経過していない施設も激しい劣化が認められる場合、

検討する。 

 

(2) 施設類型ごとの監理に関する基本的な方針（抜粋） 

施設類型 方針 

住宅施設 

・公営住宅に関しては、市営住宅等長寿命化計画を基本としながら、資

産更新時期を迎える際には入居率や人口推移を見据えて、良質な住宅

ストックの形成を図り、計画的に改善、維持管理を実施し、人口規模

に見合った公営住宅の縮減を行って将来に向けた適正な管理戸数を維

持します。また、建替事業については、榊町においてＡ～Ｄ棟まで行

っており、現在Ｅ棟を建設しているところです。今後については社会

情勢、人口動向等を考慮しながら慎重に取り進めます。なお、公営住

宅の除却については順次進めていますが、今後も老朽化が著しいなど

の理由により募集停止している公営住宅及び今後募集停止となる公営

住宅について、施設の安全性及び財政状況を考慮しながら、約１９０

棟、施設面積５０，６００㎡の除却（公営住宅全体の 32％の面積減）

を進める予定です。 

子育て・福祉支援

施設 

・本市の高齢化率は４６．０％（平成 27（2015）年国勢調査）で、今後

についてもその割合は増加することが予想されています。高齢者人口

が増えることにより、ひとり暮らしの高齢者や身体機能低下、認知症

などにより介護や支援を必要とする高齢者の増加など、施策の充実が

課題となっています。また、地域住民の福祉に対する要望は増大し多

種多様化してきており、地域福祉への理解を深め、互いに支え合う意

識の啓発に努めていくとともに、必要に応じて各施設の修繕等を行い

ます。なお、老人福祉センターにおいては、平成 27（2015）年度に社

会福祉協議会事務局を施設内に移転して複合化し、それと合わせて屋

根の全面改修や外壁改修などを行い施設の延命化を図りました。また、

三葉、三笠保育所及び児童館については、これまでも施設や設備の修

繕等を行ってきましたが、今後についても、社会情勢及び人口動向、

市民ニーズなどを考慮して施設環境の整備に努めます。 

産業施設 

・最終処分場のリサイクルプラザ及び一般廃棄浸出水処理施設について

は、老朽化している施設及び設備について、これまでも修繕等を行っ

てきました。今後についても施設や設備を整備しながら、安定したご
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み処理を図るとともに、一般ごみと資源ごみなどの分別について、市

民周知を図り、ごみの減少に努めます。現在のごみの搬入状況から更

に延長する見込みとなっており、今後は将来を見据えて施設等につい

ても検討していきます。 

学校教育施設 

・学校施設につきましては、平成に入ってから小学校は平成 19（2007）

年に幌内小学校、平成 23（2011）年に幾春別小学校、新幌内小学校、

美園小学校、中学校は平成 10（1998）年に幌内中学校、平成 17（2005）

年に幾生中学校、平成 23（2011）年に中央中学校を廃校し統合を進め

てきており、現在、既存の三笠、岡山小学校・三笠、萱野中学校、三笠

高校の学校施設については社会情勢及び人口動向を見ながら、今後も

長寿命化を前提とし適切な維持管理を行います。廃校となった施設に

ついては、貸付や売却などの有効的活用を検討し、それでも活用が見

込めない施設については事業費財源を見据えながら除却を進めていき

ます。 

社会体育施設 

・各運動施設については、利用者の安全性を大前提に長寿命化に向け施

設の修繕等を行います。なお、各施設ともに小中学校や各スポーツ団

体にて活用されていますが、利用の状況等や維持管理経費を見ながら

施設の在り方について検討します。 

コミュニティ施設 

・各市民センター等については、平成 27（2015）年度から「コミュニテ

ィサポート事業」として歓談や趣味を楽しむ場、福祉や健康等の相談

の場を定期的に無料開放しており、市民の憩いの場所となっています。

そのため、建築年度が古い施設が多く老朽化が進んでおりますが、各

施設及び設備の修繕を行ってきました。今後も運営を依頼している地

区連合町内会と連携し、可能な限り既存の維持管理に努め、施設や設

備の修繕等を行います。また、市民会館については、平成 26～27（2014

～2015）年度に耐震改修工事、整備改修等を行い、長寿命化を図りま

したが、今後につきましても、施設及び設備について必要な修繕等を

行います。 

社会文化施設 

・教育センターについては、公民館、図書館、教育委員会からなる複合施

設となっており、施設の耐震については、平成 25（2013）年度の耐震

診断調査を行い、所要の耐震性を確保しているとの結果でした。また、

図書館屋上改修やトイレ改修などを行い、平成 27（2015）年度にはエ

レベーターを新設し利用者の利便性の向上を図りました。今後も社会

情勢及び利用者のニーズ、予算状況を見据えながら施設の修繕等を行

っていきます。 

行政施設 

・市役所庁舎については、災害時の対策本部となることから、耐震診断

の結果を踏まえ平成 25（2013）年度に耐震改修を行いました。また、

消防署本部庁舎については、平成 24（2012）年度に耐震改修を行いま

した。なお、幾春別支所及び幾春別コミュニティ消防センターについ

ては平成 2（1990）・3（1991）年度に建設されており、現行の建築基準

法（昭和 56（1981）年 6 月以降）に基づいていることから、所要の耐

震性を確保しております。各庁用車車庫、倉庫等については順次整備

を行っており、今後についても必要に応じて修繕及び更新整備を進め

ます。 
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2.7  三笠市強靭化計画 
(1) 目標等 

推進期間 令和 2（2020）年度～令和 7（2025）年度（概ね 5年） 

強靭化の目標 
（１）大規模自然災害から市民の生命・財産と社会経済システムを守る 

（２）三笠市の持続的成長を促進する 

 

(2) 強靭化のための施策プログラム（重点化すべき施策項目のみ抜粋） 

人命の保護 

地震等による建築物等の大規模倒壊

や火災に伴う死傷者の発生 

・住宅・建築物等の耐震化 

・建築物等の老朽化対策 

・空き家対策 

・避難場所等の指定・整備 

・緊急輸送道路等の整備 

土砂災害による多数の死傷者の発生 
・警戒避難体制の整備 

・砂防設備等の整備 

異常気象等による広域かつ長期的な

市街地等の浸水 

・洪水・内水ハザードマップの作成 

・河川改修等の治水対策 

・ダムの防災対策 

暴風雪及び豪雪による交通途絶等に

伴う死傷者の発生 

・暴風雪時における道路管理体制の強

化 

・除雪体制の確保 

積雪寒冷を想定した避難体制等の未

整備による被害の拡大 

・冬期も含めた帰宅困難者対策 

・積雪寒冷を想定した避難所等の対策 

情報伝達の不備・途絶等による死傷

者の拡大 

・関係機関の情報共有化 

・住民等への情報伝達体制の強化 

・防災教育推進 

救助・救急活動等の

迅速な実施 

被災地での食料・飲料水等、生命に

関わる物資供給の長期停止 

・支援物資の供給等に係る連携体制の

整備 

・非常用物資の備蓄促進 

消防、警察、自衛隊等の被災等によ

る救助・救急活動の停滞 

・防災訓練等による救助・救急体制の強

化 

被災地における医療・福祉機能等の

麻痺 
・被災時の医療支援体制の強化 

行政機能の確保 
市内外における行政機能の大幅な低

下 

・災害対策本部機能等の強化 

・行政の業務継続体制の整備 

ライフラインの確

保 

エネルギー供給の停止 
・再生可能エネルギーの導入拡大 

・電力基盤等の整備 

食料の安定供給の停滞 ・食料生産基盤の整備 

上下水道等の長期間にわたる機能停

止 

・水道施設等の防災対策 

・下水道施設等の防災対策 

市外との基幹交通及び地域交通ネッ

トワークの機能停止 

・交通ネットワークの整備 

・道路施設の防災対策 
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経済活動の機能維

持 

サプライチェーンの寸断や中枢機能

の麻痺等による企業活動等の停滞 

・企業における業務継続体制の強化 

・被災企業等への金融支援 

市内外における物流機能等の大幅な

低下 
・流通拠点の機能強化 

二次災害の抑制 

ため池の機能不全等による二次災害

の発生 

・農業用ため池の防災対策 

農地・森林等の荒廃による被害の拡

大 

・森林の整備・保全 

・農地・農業水利施設等保全管理 

迅速な復旧・復興等 

災害廃棄物の処理の停滞等による復

旧・復興の大幅な遅れ 
・災害廃棄物処理計画 

復旧・復興等を担う人材の絶対的不

足 

・災害対応に不可欠な建設業との連携 

・行政職員の活用促進 
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2.8  三笠市地域防災計画 
(1) 目的等 

発行 平成 29（2017）年 6月 

計画策定の目的 

三笠市の地域に係る防災に関して、予防、応急対策及び復旧等の災 

害対策を実施するに当たって防災関係各機関が、その機能のすべて 

をあげて市民の生命、身体及び財産を災害から保護するための事項 

を定め、本市防災の万全を期することを目的とする。 

 

(2) 防災組織（抜粋） 

①防災体制図 

 

 

 

 

 

②三笠市災害対策本部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 災害対策本部組織図 

  

三笠市防災会議 

（会長・市長） 

三笠市災害対策本部 

（三笠市水防本部） 

（本部長・市長） 
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(3) 消防団の水防分担区域（抜粋） 

各消防団の水防分担区域は、次に定める通りとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 消防団の水防分担区域 
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(4) 重要水防区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 重要水防箇所 
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図 重要水防箇所 
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(5) 水防警報の伝達 

水防管理者は、水防警報の通知を受けたときは、次により伝達を行う。 

 

①北海道開発局が発表する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 北海道開発局が行う水防警報伝達系統図 

 

 

②北海道が発表する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 北海道が行う水防警報伝達系統図 
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2.9  三笠市空家等対策計画 
(1) 目標等 

推進期間 令和 4（2022）年度～令和 8（2026）年度 

基本的な方針 

・空家等の発生の予防・抑制 

・空家等の利活用の推進 

・空家等の適切な管理の推進 

・危険な空家等に対する措置 

 

(2) 空家等対策（抜粋） 

空家等の調査 
・空家等に関する実態調査を毎年度行い、空家台帳及び一覧表を整理

し、情報を最新の状態に保ち、空家等の状況把握に努める。 

空家等の適切な維持管理 

・所有者等が空家等の問題を認識し、適切な維持管理の重要性を十分理

解してもらう必要があることから「広報みかさ」や市ホームページな

どを活用し周知を行う。 

空家等の利活用促進 

・三笠市住宅情報バンクの活用 

・移住希望者等への情報提供 

・住宅取得に係る支援 

・改修による支援 

空家等の除却 

・近隣への悪影響等が懸念される空家等については、国の事業や様々な

補助金の仕組みを利用して、空家等を除却（解体）する取組を推進す

る。 

相談体制の整備 

・市民からの情報提供や所有者等からの相談については、消防本部生活

安全センターが初期の窓口となり、その内容を聞き、具体的な措置に

ついては、関係課と連携して対応する。 
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2.10  三笠市耐震改修促進計画 
(1) 目標等 

目標 令和 2（2020）年度における耐震化率 95％ 

基本方針 

公共施設の管理に関する基本的な考え方 

（１）財政状況を踏まえ供給量の適正化を図る 

（２）既存施設については、今後も保持していく場合、長寿命化を柱

に、建て替え、民間等への譲渡、複合化、広域化等を検討し、建

て替えの場合、縮減や他施設との複合化を検討する。 

（３）建築基準法改正前（昭和 56（1981）年）以前に建設されたもの、

もしくは計画最終年次である令和 7（2025）年度に耐用年数を超

える施設を優先的に検討する。 

（４）耐用年数が経過していない施設も激しい劣化が認められる場合、

検討する。 

 

(2) 耐震化を促進するための施策 

建物の耐震化を促進

するための施策 

（１）耐震診断・改修を図るための施策 

ア.耐震診断実施の推奨 

イ.住宅の耐震改修に係る費用の助成 

① 国の施策（耐震改修促進税制） 

② 国及び北海道の施策（耐震改修補助制度） 

③ 三笠市の施策（耐震改修補助制度創出の検討） 

（２）地震時に通行を確保すべき道路の指定 

（３）総合的な建築物の安全対策の推進 

（４）優先的に耐震化に着手すべき建築物の設定 

（５）耐震化を検討するその他の公共施設 

（６）ブロック塀等の耐震化 

啓発及び知識の普及

に関する事項（ソフト

面の施策） 

（１）住民向けパンフレット等の作成・配布 

（２）耐震診断・改修に係る相談体制の整備及び情報提供の充実 

（３）耐震化の普及に向けた講習会等の活用 

 

所管行政庁との連携 

（１）耐震改修促進法に基づく指導等 

（２）建築基準法に基づく勧告または命令 

（３）「全道住宅建築物耐震改修促進会議」との連携 
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第3章 都市構造の課題 

3.1  課題の整理 
三笠市では、人口減少や少子高齢化が進行する中、「第 9次三笠市総合計画」で「日本一

安心して誰もが暮らし続けたい自然豊かな元気田園産業都市」を将来都市像として掲げて

います。また、持続可能な都市構造への再編を図るため、「人が育つまち三笠」、「人が元気

で働けるまち三笠」、「人が快適に生活を楽しむまち三笠」、「人が安心して暮らせるまち三

笠」、「人と自然が共存できるまち三笠」、「人が未来に向かって夢を育めるまち三笠」を基本

目標として定めています。 

このことを念頭に置きながら、三笠市の現状や上位・関連計画、生活の利便性、公共交通

の持続性、災害等に対する安全性、財政の健全性、安全安心で快適な生活環境形成等、持続

可能な都市経営等の観点から、三笠市における都市構造の課題について、以下に整理します。 

 

【課題１】将来人口を見据えた適切な居住の誘導 

三笠市では今後も人口減少が進行し、令和 27（2045）年には人口が 3,213 人、高齢化率

は 48.9%になると推計されており、今後も人口減少と少子高齢化が進行することが推計され

ています。 

地区別に見ると、令和 2（2020）年の人口は、平成 7（1995）年時点から比較して、岡山・

萱野地区は約 94％、三笠地区は約 62％、幌内地区は約 26％、清住・唐松地区は約 39％、弥

生・幾春別地区は約 30％、奔別・桂沢地区は約 9％まで減少し、三笠地区及び岡山・萱野地

区以外の地区において、特に人口減少が顕著となっています。 

将来人口を見据えた上で持続可能なまちづくりを進めるため、生活利便施設等の都市機

能が集積した地域の人口密度を一定に保つことが課題となっています。 

 

【課題２】都市機能の集約・強化 

商業施設や医療施設、介護・福祉施設の多くが三笠地区及び岡山地区に立地しており、三

笠市の中心的な役割を担っています。 

将来にわたり各地域の生活を維持し、市民誰もが安心して三笠市で暮らし続けることが

できる、魅力的で持続可能な中心部を維持していくため、都市機能の中心部からの流出を抑

制し、集約・強化を図ることが課題となっています。 
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【課題３】災害に強いまちづくりの推進 

近年は地球規模の気候変動等から自然災害が頻発しており、三笠市においても大雨によ

る河川の増水や土砂災害等の発生が考えられます。 

今後は、多様な避難環境の確保とともに、災害に強い都市基盤づくりや適切な土地利用規

制等を通じた居住の誘導等により、安全な宅地の形成を図ることが課題となっています。 

また、災害に強いまちづくりを推進するため、国等と連携したハード面のみならず防災・

減災対策に向けたソフト面における取り組みも課題となっています。 

 

【課題４】まちづくりと連携した交通ネットワークの最適化 

三笠市内の公共交通網は、市内を運行する路線バス（北海道中央バスと市営バスの 2社）

が、岡山地区から幾春別地区にかけて運行しています。 

「第 9次三笠市総合計画」策定時に行った市民アンケートにおいて、交通機関の利便性、

満足度が低く、重要度が高い結果となっています。 

今後、人口減少と少子・高齢化の進行が予測される中、市民の生活の移動手段となる公共

交通を維持していくためには、市民への公共交通の利用拡大にむけた働きかけや、運行効率

化に向けた取り組みが課題となっています。 

 

【課題５】老朽化した空き家や公営住宅への対策 

老朽化した空き家が放置されることで、災害や積雪による倒壊、景観の悪化、放火等によ

る火災、治安の悪化など、様々な問題の発生リスクが高くなります。 

また、公営住宅についても入居率や人口推移を見据え、計画的に修繕や維持管理を実施し、

人口規模に見合った公営住宅の縮減を行い、将来に向けた適正な管理戸数を検討する必要

があります。 

こうした実情を踏まえ、老朽化した空き家への対策や、公営住宅の再編が課題となってい

ます。 

  


